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令和７年10月31日

◎加藤委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。

（９時58分開会）

◎加藤委員長 御報告いたします。戸田委員、畠中委員から所用のため本日の委員会を欠

席したい旨の連絡があっております。

本日の委員会は、10月27日に引き続き、「令和６年度高知県一般会計及び特別会計の決算

審査について」であります。

お諮りいたします。

日程については、日程案によりたいと思いますが、御異議ありませんか。

（異議なし）

◎加藤委員長 御異議ないものと認めます。

《文化生活部》

◎加藤委員長 文化生活部について行います。

はじめに、決算審査資料の作成に関しまして、文化生活部に一言申し伝えます。

今回、文化生活部の決算審査資料の提出は、期限を過ぎてのものでした。

提出の遅れは、適正な審査に支障を来すことにもなりかねませんので、今後は、期限を

遵守するようにしてください。

それでは、部長の総括説明を求めます。

なお、部長に対する質疑は、各課長に対する質疑と併せて行いたいと思いますので、御

了承願います。

（総括説明）

◎加藤委員長 続いて、所管課の説明を求めます。

〈文化振興課〉

◎加藤委員長 最初に、文化振興課について行います。

（執行部の説明）

◎加藤委員長 質疑を行います。

◎岡本委員 ２ページ目の、漫画教室を開催するに当たっての経費です。この不用額がち

ょっと多いなと思って気になったんですけど。

◎太田文化振興課長 このまんが王国土佐推進費の事務費ですが、150万円余りの不用が

生じているところですけれども。不用の内容としては、旅費の残が77万円余りで、これが

海外にＰＲをする予定で予算を組んでおりましたが、当課内に去年までありました国際交

流チームが、代わりに行ったことで、こちらの旅費が減ったことと、あと、会議等で参加

を予定していたものがオンラインになったことで不用が生じました。

また、役務費につきましても、42万円余り不用が生じておりますが、こちらにつきまし
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ても海外ＰＲ用の、周知用パンフレットの翻訳費用につきまして、国際交流員の方にお願

いすることで、費用を使わなかったため不用が生じたものです。

◎岡本委員 それは違う人たちがしてくれたということですけれども、当初の目的として

は達せられてるんでしょうか。

◎太田文化振興課長 目的は達成できていると考えております。

◎岡本委員 もう一点、一番下の段の、日本語学習支援事業委託料です。この委託料の不

用額もちょっと多かったので気になったんですけど、この理由を教えてもらえますか。

◎太田文化振興課長 この部分につきましては、国際交流課で後ほどお答えをさせていた

だく部分になりまして、今年から課が分かれておりますので、決算はそちらのほうで説明

したいと思います。

◎土居委員 文化芸術振興ビジョン推進事業の中身をお聞きしたい。ここに芸術祭とか文

化祭とか、そういう報告はあるんですけど、地域の文化芸術の振興につなげていくという

ことで、地域の人材育成への事業も入ってたと思うんです。たしか、業務概要調査はこの

委員会やったので、基礎編であったりいろいろ計画的な取組をやっていこうということだ

ったと思うんですけど。令和６年度のそういった取組の成果、事業者数であったり、そう

いったことを踏まえて、ここへ参加した方々が、その地域の文化振興、文化を通じた地域

振興に貢献していく道筋は生まれつつあるのか、その辺の感触をお聞きしたいと思います。

◎太田文化振興課長 こちらの委託料の中には人材育成事業がありまして、その中の柱と

しましては、中山間地域へのアーティスト派遣事業と、文化人材の育成講座があります。

委員が言われた部分につきましては、文化人材育成講座基礎編で、地域で、文化関係のイ

ベントを地域振興につなげることができる人材を育成すると。そのスキルを学ぶための講

座を、昨年度は５回開催しております。参加者数につきましては、実数が94名で、アーカ

イブも含めて335人の方が視聴されまして、イベント参加者から知識の習得につながった

という意見はいただいているところです。

それにつながる事業として、もう一個、スタートアップ編というのを同じこの文化人材

育成事業の中でやっておりまして、こちらは委託先である文化財団のアーツカウンシル高

知による、伴走支援みたいな形で、地域イベントの開催を行っておりまして、土佐清水市

における映画上映イベントも、この事業の中で開催しております。

先ほど言いました、中山間へのアーティスト派遣事業につきましては、げいぶんお届け

隊ということで、県内の４地域５団体でアーティストを派遣するとか、習い事への講師を

派遣する事業をやっておりまして、198名の方に参加をいただいたところです。

◎土居委員 いろいろ活発にやってるところと、そうじゃないところの濃淡が、今後の課

題になってくるんじゃないかと思うんですけど。そういったことに対して、県として、活

動が弱い地域に対して、何か指導とか助言をすることはあるんでしょうか。
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◎太田文化振興課長 各地域の産業振興推進部の地域本部があります。そういったところ

が、各地域で活動をされてる方とのつながりもあろうかと思いますので、そういったとこ

ろに対して、こういった事業があるということで声かけをしていくとか、そういう形で、

さらなる取組への参画をお願いしております。

◎中根委員 関連です。中山間の文化維持は、人口も減少してくる、高齢の皆さんがだん

だんいなくなるなど、大変苦慮されてるとこも多いですが、そんな中で、人材育成を一生

懸命、県も一緒になって、予算をつくって委託をして大事なことだと思うんです。ただ、

人材は育成するんだけれど、その文化を維持するための費用、例えば、衣装を作るための、

作り替えの費用だとか、そういう援助ですよね。もう長い間使って、ぼろぼろになったの

を修復してという苦労をされてるようなんですけれども。そういう費用的援助は、どこで

どのようにしているのか教えてください。

◎太田文化振興課長 伝統芸能とかでありますと、どちらかというと歴史文化財課の所管

になります。伝統芸能じゃなく、いわゆる、それ以外の部分でいくと、県で直接そういっ

たことを支援するメニューは今のところありません。イベントとかを開催するための助成

はありますけれども、そこまでにとどまってる部分はあるかと思います。

◎中根委員 いろんな課とコラボした形で、文化はやっぱり幅も広いし、息も長いし、そ

ういう中身をしっかり支えていくための予算づくり、体系づくりが必要じゃないかと思う

んですけど。体系を全体として見るという担当課はここでいいですか。

◎太田文化振興課長 こちらで、文化芸術振興ビジョンの推進を所管しております。その

中では、それぞれ柱立てに沿って、各分野の文化振興につきましてやっていくということ

で、こちらのほうが、その取組のＰＤＣＡの取りまとめをしております。そういった中で、

各分野の状況も把握しつつ、必要なところに出していくことをやっていきたいと考えてお

ります。

◎中根委員 そういう意味で、文化芸術振興ビジョン推進事業等委託料は、不用が全くな

いですけれども、もっと必要だとか、そういう思いはないですか。

◎太田文化振興課長 まず、毎年度そういった議論をしながら、必要な施策につきまして

は、しっかりと打っていく形でやっていきたいと思っております。

◎田中委員 まんが王国土佐推進費の中での、まんが甲子園についてお伺いしたいんです

けど。５ページに、第33回の状況で応募校数200校と出てると思うんです。まずお伺いした

いのが、この目的として、世界に発信していくことですので、海外へのアピールも含めて、

増やしていきたいと思うんです。そんな中で、国内は、特に高知県は少子化も進んでいる

中で、多分部活動とかサークルとかで応募していただきゆうとは思うんですけど。国内の

漫画に携わる生徒とか、そういう状況はどのように捉えられてますか。

◎太田文化振興課長 その実数として、例えば、漫画とか美術関係、まんが甲子園へ出て
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くれる部活動的なところの数は、ちょっと把握してないのが実態です。ただ、まんが甲子

園の参加校につきましては、コロナ前からいくと減少しております。コロナ時から一旦回

復してきてたんですが、今年度はさらに去年よりも少なかった状況にあります。少子化が

進んでいる中で生徒がそもそも減っていることと、それに従ってクラブ活動も減ってるん

じゃないかと想像しておりますけど、実質については、お答えできる資料は持ってません。

◎田中委員 これ漫画だけじゃないと思うんですけど、部活動も含めて、生徒数の減少の

上で、これをどうつなげていくかだと思うんです。そんな中で昨年度ありました、ここに

出てるように韓国、シンガポール、台湾、中国、海外では４か国、４地域になると思うん

ですけど。今、例えばよさこい祭りもそうだと思いますし、あと龍馬マラソンもそうだと

思うんですけど。シンガポールでしたら、本県の駐在員がおって様々なところでＰＲがで

きると思うんですけど、そういった形で、世界に発信するならば、いろんなチャンネルを

使いながらしていかないと、本来の目的である世界へ発信することもあるでしょうし、今

お答えいただいたように、やっぱり国内の生徒数が減少という傾向を考えれば、そういう

ことをもっともっとやっていくべきではないかなと思います。来年度に向けてにはなりま

すが、そういった部分で、今後どういう取組をされるのか、少し課長のお考えもお伺いし

たいと思います。

◎太田文化振興課長 海外につきましては、どちらかというと、アジアを中心に売り込み

をしていく必要があるかと考えております。今年度は、龍馬学園とのつながりで新たにイ

ンドネシアから応募していただきました。そういったネットワークも生かしつつ、正直、

どういった形で効果的にＰＲできるのか悩ましいところがあるんですが、そこは模索して

いく必要があるかなと考えております。アジア中心と考えているところです。

◎田中委員 本県の強みの一つだと思いますんで、ぜひこれからも、縮小というよりも広

がっていく形で、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

◎加藤委員長 質疑を終わります。

以上で、文化振興課を終わります。

〈よさこい高知文化祭課〉

◎加藤委員長 次に、よさこい高知文化祭課について行います。

（執行部の説明）

◎加藤委員長 質疑を行います。

◎土居委員 決算書自体はあっさりしたものなんですけど、先ほどあった国民文化祭実行

委員会負担金によって、市町村の文化芸術活動の磨き上げ支援をやってるということです

けど、せっかくですので、令和６年度、どのような市町村で、どのような磨き上げの支援

を行ったかと、地域の文化事業の担い手の確保、また継承に向けて具体的な成果が上がっ

ているのか、その辺の認識をお聞きしたいと思います。
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◎松本よさこい高知文化祭課長 市町村への補助金として、令和６年度措置している実績

ですが、８市町村に補助を出しております。総額は200万円ちょっととなっておりまして、

一例を挙げますと土佐清水市の文化芸術活動の取組ですとか、そういったものに措置をし

ております。

それから、担い手ですけれども、これによりまして、各地域の文化活動の新規の事業と

かを市町村がやるときに使っていただけるということでやっております。各地域でいろん

なイベントに参加する担い手の方の人件費とか、新規に取り組む場合をメインにやってお

りますので、そういったことも、各市町村によっては入れていただいて、取組が進んでい

ると考えております。

◎土居委員 来年の文化祭は、一大イベントですね。成功に向けてやっておられると思う

んですけど、今の感触として、本番２割、準備８割と言いますんで、準備のほうは滞りな

く行っておられるんでしょうか。

◎松本よさこい高知文化祭課長 先週10月25日に、高知市の中央公園で１年前イベントを

開催しまして、ちょうど１年切ったところです。まさにこれから、広報を含めて、官民挙

げて準備していきたいと考えております。既に全34市町村で、事業をやっていただけるこ

とになっておりますので、市町村と連携しながら、盛り上げていきたいなと考えておりま

す。

◎田中委員 関連して。このよさこい高知文化祭に関してなんですけど、いよいよ１年を

切って、間もなくということでいろいろ準備をされてると思います。そんな中で、最近感

じるのが、この国民文化祭という事業自体が、思い切ったというか、今までの慣例、先例

があって、大きく変わったようなことはなかなか難しいと思うんです。そんな中で、やっ

ぱり、今も様々な形で報道されてますけど、例えば、高知県観光特使であったり、それぞ

れの市町村の観光大使とか、そういう、高知県とゆかりのある方々は、たくさんいらっし

ゃると思うんですよ。開催県でありますので、そういう方にも広く協力もしていただきな

がらやっていただきたいなと思ってます。そういった部分の関わりはどうですか。

◎松本よさこい高知文化祭課長 広報面につきましては、県ゆかりの方の協力は欠かせま

せんので、現在、大会としての広報大使として６名の高知県出身の方、ゆかりの方を任命

させてもらってます。その中で観光特使の方もいらっしゃいますし、広報大使に任命して

ない方も多くいらっしゃいますので、この辺は観光部署とも連携しながら、その方々に情

報を発信して、その方々を起点に広報してもらうとか、あと県人会等も活用しながら、広

く広報したいと考えております。

◎田中委員 ぜひ、そういった意味で、高知県にゆかりのある方が、たくさん参画できる

仕組みを、あと１年切りましたけど、つくっていただきたいと思いますのでよろしくお願

いします。
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◎加藤委員長 質疑を終わります。

以上で、よさこい高知文化祭課を終わります。

〈歴史文化財課〉

◎加藤委員長 次に歴史文化財課について行います。

（執行部の説明）

◎加藤委員長 質疑を行います。

◎岡田（竜）委員 まず、お聞きしたいのがカモシカの調査委託料です。この調査委託を

してその後、どういう対応につながったかもここで構わないんですか。やったようであれ

ば、その中身を教えていただきたいんですけど。

◎山﨑歴史文化財課長 当課のほうでカモシカの通常等調査を毎年実施しております。現

在カモシカは四国の東部、剣山系を中心に生息が確認されておりますが、年々減少傾向に

あります。まず、こちらで生息の環境調査、また実態調査を毎年行いまして、そのデータ

の積み上げを行っております。その後の対策としては、当課以外にも農業セクションとか

環境セクションとの連携ですが、具体にデータを収集して、今後の対策をどうするかは、

文化庁とも協議を行っております。例えば、具体的にカモシカの生息域を広げる環境の整

備とか、そういうところまで直接的には当課で行っておりませんが、データの活用で、今

後の保護資料として活用しております。

◎岡田（竜）委員 カモシカは天然記念物で残す、ニホンジカは減さないかんという話で、

食害の面で言いますと、非常に大変なんだろうなということで、そこは別のところが対応

されるのかなと思いますので、しっかり現状を調べていただくのは毎年やっていただけれ

ば。

もう一つ、話が変わりまして、県史編さん費のことでお聞きしたいです。県で県史編さ

ん事業をやられてて、実際市町村の方とか、集落史を対応してる地域の方のお話を聞くと、

やっぱり人材不足であったり、予算不足、財源的な部分ですごくお困りになったり苦労し

てるとお聞きするんです。それが、県史編さん事業にまで影響が来てるとか、そこら辺を

教えていただけませんか。

◎濵田歴史文化財課企画監（県史編さん担当）兼県史編さん室長 現在、自治体史という

ことで、県内でも香美市、四万十市、そして大月町が取組を進められるとお伺いしており

ます。実際には、必ずしも県からお願いして何かやってもらうことではないんですが、ま

ず、県史を編さんするに当たりまして、今後の連携も含めまして、市町村の意見をお伺い

したところです。今のところ、特段、委員の言われるように困ってるということは伺って

おりません。しかし、委員御指摘のとおり、専門人材がいないことは、やっぱり課題とし

てありましたので、当方としましても、例えば、県史の先生方の中で、こういう資料の見

方が分かる方がおられたら、一緒になってやろうということで対応していこうと思ってお
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ります。実際、四万十市など先日も民俗の調査を行ってきましたが、市史編さん室と一緒

に調査をするなどして、お互いに負担が減る形で進めていければと取り組んでいるところ

です。

◎岡田（竜）委員 それこそ、市町村史であっても、合併をしてエリアも広くなって、な

かなか市町村だけで対応するのも難しい。人とお金のところで、いろんな側面的な支援を

県のほうでも、いろいろ音頭を取りながらやっていただいて、それによって、県史がしっ

かりしたものができないということにならないようにしていただきたいです。実際、県史

編さんの事務費は、旅費も含まれると思いますので、どんどん地域にも入っていただいて、

市町村によっては、若干質に差が出てきてるんじゃないかという思いもありますので、県

のほうで、もっともっとできることがあるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

◎濵田歴史文化財課企画監（県史編さん担当）兼県史編さん室長 県でも、確かにおっし

ゃったとおりのことは拝聞しております。いろんな意見を持たれてる方もおりますので、

地域の状況などを地域地域の方にお伺いしながら、どのような調査がいいのか、どのよう

な連携策がいいのか協議しながら進めていきたいと思っているところです。まずは県史を、

つつがなく調査を適切に行って、つくり上げていくことがミッションだと考えております

ので、しっかりとその点は連携しながらやっていきたいと考えております。

◎岡田（竜）委員 資料の保存等を含めて、しっかり対応いただけたらと思ってます。

◎岡本委員 予算の不用額のことについてお聞きしたいんですけど、３ページの文化施設

管理運営費で４つの文化施設の運営費について、事業費と拠出したお金と不用額とありま

して、４つの中で２つが結構不用額があって２つが少ないと。この辺りについての分析は

どのようにされてるのか。

◎山﨑歴史文化財課長 歴史系３館及び埋蔵文化財センターの管理運営委託の不用です。

まず、坂本龍馬記念館と埋蔵文化財センターにつきまして、それぞれ最後に人件費精算な

どを行い、また、光熱水費も必要な額ということで積み上げておりますが、節電等に努め

て見込みを下回ったということで、人件費や光熱水費、そういったところでの縮減が大き

いものと考えております。あと、施設の大規模な工事とかではありませんが、小さな修繕

のために一定の金額を積んでおります。特に昨年度は小さな修繕が少なかったことで、そ

れらの不用が発生しているものと分析しております。

◎岡本委員 経費節減で見れば、大切なことだと思うんです。人件費について、途中でや

められたのか、それともどうなったのか気になるんですが、その辺りはどう分析されてま

すか。

◎山﨑歴史文化財課長 人件費につきましては、前年度に現在、その当時にいらっしゃる

方の人件費を基に積算をするわけですが、例えば、新陳代謝、職員の交代、諸手当の減少、

そういったもので人件費が減少することがあります。詳細の分析は、今手元に資料があり
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ませんが、そういったことで、毎年人件費の精算では、不用が発生している状況です。

◎岡本委員 ただちょっと気になるのは、この間、牧野植物園で職員の人件費などが安過

ぎるということで、職員の定着がなかったことが問題になって、今回、直指定が公募にな

る動きもあったんですけれども。その辺りについては、十分、働いてくれている人たちへ

の配慮はされているんでしょうか。

◎山﨑歴史文化財課長 当課は、これまで高知公園につきましては公募でしたが、その他

の施設については直指定でした。ですが、県の職員を基準に給与の算定をしておりますの

で、特にそういった、処遇に対して大きく不安や意見をいただいてることはありませんの

で、そこはしっかり対応ができているかなと当課では考えております。

◎岡本委員 今後の執行に当たっては、その辺りは十分配慮されて、職員が働きやすい、

働いてよかった環境をつくっていただきたいと思います。

◎竹内委員 １点お聞きをしたいんですが、文化財の活用についてです。ある市町村の教

育委員会の方とお話をする中で、地域で商家の方が家庭で保存されていた文化財の価値が

あるんじゃないかなというものを、それぞれの市町村教育委員会に申し込んだときに、そ

れを見極める専門職員がいないと。結果的に、どれぐらいの価値があるのかも判断できな

いっていうところで、そういった文化財が、県外に流出しているんではないかとよく聞く

わけです。せっかく寄贈を申し出ても、市町村のマンパワーがないことによって、県への

相談が滞り、それが結果的に県外に流出しているのがかなり多いんじゃないかなと、その

辺の連携はどうなっているのかお聞きしたいと思います。

◎山﨑歴史文化財課長 市町村におきまして、例えば、歴史系の施設が全ての市町村にあ

るわけでないのは承知しておりますし、学芸員、専門職員が配置されてる市町村が少ない

現状があります。例えば、旧家などの歴史資料、あるいは文化財の相続のときなどの相談

は、直接、県の施設に来る場合もあれば、市町村に来ていただく場合もあるかと思います。

市町村からは、例えば、県立の施設に、こういう話があるけど、どうだろうかという相

談を受けることもありますし、それで、お話の内容によりましては、職員が出向く、もし

くは持参していただくことで、文化財について確認をさせていただくことがあります。ま

た、寄贈・寄託につきましては、所有者の意向もありますが、我々のスタンスは基本的に

は地域の文化財は地域、市町村で守り伝えていただきたい思いがある一方で、致し方ない

ところもあるかと思います。

一方でという話で恐縮ですが、県立施設も、それぞれの館の収集方針の下収蔵しており

ますが、収蔵庫の関係とかで、全ての要望を受けきれない現状もあります。ですので、も

し、そういうことで県に持ち込んで相談いただいて、例えば、寄贈・寄託の場合もあるで

しょうし、もし、そうでなくても、今後の保存の方針とか、例えば、こういったものに保

存すれば、より長く伝えられる技術、あるいは用具、そういったものの支援をしている事
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例もあります。

また、市町村の職員でそういったノウハウがないところは、高知城歴史博物館におきま

して、市町村の、例えば、学芸員がいるところいないところでも、教育委員会の職員など

が、その分、地域の文化財を、どのように保存や展開していくかの養成講座的なものは展

開しております。そういった側面支援的なものになっておりますが、県は随時、市町村か

らの相談はもちろん間口を広げてお受けしております。もし、そういう懸念があれば施設、

あるいは当課に相談いただければと存じます。

◎竹内委員 ぜひとも、各市町村の教育委員会、学芸員がいないところが多いのではない

かなと思いますので、こういったものが持ち込まれた場合には、県のこういった機関に相

談するようにとか、市町村が窓口になるように、連携をうまく行っていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

◎土居委員 文化財の保存活用事業において、伝統的な民俗芸能の維持・継承活用に関す

る支援として、令和６年度は担い手を確保する仕組みづくりに加えて、収益力の向上を一

つ大きなポイントに捉えておられたと思うんです。今年度、民俗芸能活性化推進事業費補

助金も活用されておりますが、収益力の向上への支援の観点で、補助金の支援対象となっ

た団体とかイベント等について、収益が向上する一定の道筋はできつつあるのか。県とし

てはどう認識されておりますか。

◎山﨑歴史文化財課長 文化財の保存と活用につきましては、令和５年度から国の支援も

頂きまして、２つの大きな柱、まず、伝統芸能を知っていただくということで、今週末に

ありますが、土佐の伝統芸能祭りを開催しております。もう一つは、そういった伝統芸能

を支える力が地域で弱っている、ここを支える支援で、担い手支援事業を展開しておりま

す。これまで令和５年、６年、７年度で３か年目になりますが、これまで伝える、あるい

はそういった魅力を発信して輪の中に加わっていただくところを主眼に事業を展開してお

りましたが、ここから稼ぐところへのアプローチは、まだ踏み出していない状況です。令

和６年度につきましては、そういった稼ぐところの支援の実績がない状況です。

◎土居委員 令和６年度の結果を踏まえて、令和７年度も含めて、今後何か改善策や、新

たな視点での取組は考えておられるんですか。

◎山﨑歴史文化財課長 補助の仕組みではありませんが、例えば、観光との連携でしたら、

今年度は、例えば、これは地域ではありませんが、高知城の夜間のツアーでいざなぎ流の

神楽を開催して見ていただく。そういうところで、まずは知っていただく。また、観光客

に来ていただくことで稼ぐ、そういったところは今年度模索を始めているところです。

◎土居委員 ただ、民俗芸能活性化推進事業費補助金自体の当初予算が1,000万円弱ある

のに途中で減額補正をして、それで執行されているということですけど、この辺の理由、

原因はどこにあるんでしょうか。
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◎山﨑歴史文化財課長 地域への担い手支援ですので、その移動に関する経費が相当かか

るんじゃないかということで、例えば、バスの借り上げ費などに相当対応しておりました。

ただ、実際は、職員本人が、担い手、伝統芸能をされる場所まで行くことが相当ありまし

たので、そこが大きく減少しております。旅費で減少してるのが大きな要因だと考えてお

ります。

◎土居委員 人が減ってきて、地域の伝統的な民俗芸能を残すのは、収益性の確保がすご

い大事な視点じゃないかなと思いますんで、その辺の取組をまた、しっかり考えていただ

きたいと思います。

◎中根委員 文化というのは、やっぱり地域の空気や風、地元があって信仰があったり、

様々な生活の中でできてきた伝統芸能だと思うんですよね。それを単純に、高知城でイベ

ント的に集めて、それが本当に伝統芸能を引き継ぐことになっていくのか、その辺り私は

担当課としてはとても大事に考えていかなきゃいけないと思っています。そういう点で、

各伝統芸能や文化、歴史資料をひもとくことができる人材そのものが、今やっぱり少なく

なっていることがところどころに指摘をされるんですけれども。この予算組みの中で、そ

ういう研究をできる人、地域とつなぐことができる人材をつくっていくための予算編成は、

どう丁寧にされているのか。何かお考えがあったら教えてください。

◎山﨑歴史文化財課長 委員から歴史資料、文化財のお話がありました。特に歴史資料に

つきましては、県内でも相当の資料が残されている反面、それを読み解く人材が不足して

いるのは御指摘のとおりです。我々としても、例えば、予算的なものであれば、これは県

史のほうになりますが、歴史資料を読み解く調査隊の養成講座を毎年開催しております。

そちらは資料の７ページですが、昨年度は養成講座を30名修了しております。そういった

方々は、例えば、県史の資料調査で実際に資料を読んでいただく、あるいは目録の整備の

ための支援をする、そういったところでの事業展開をしております。また、高知城歴史博

物館がその地域の学芸員を養成する講座も開催しております。そちら、なかなか資料を読

み解くところまでのレベルに達する講座ではありませんが、裾野を広げるというところで、

そういった講座を展開しております。

また学芸員につきましては、高知県内には、歴史を専門に扱う講座、大学での教室があ

りませんので、どうしても、今の施設の学芸員も県外から就職する。高知出身の方が、例

えば、京阪神に出られて帰っていただく。そういうところがメインになりますが、そうい

った学芸員の確保は、当課も課題と考えております。県では、いろいろ基礎的なものは展

開しておりますが、即戦力になるまでの育成は、外部の協力を求めてになろうかと思いま

す。

◎中根委員 ぜひ、学芸員にしても、それから埋蔵文化財の研究者も十分でないのは、ず

っとこの間、高知県の歴史の中でも言われてきました。他県に比べても人数が少ないとい
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う話がありますから。特に埋文とかは、予算の面でもどうやって厚くしていくか、それは

常に担当課として考えてもらいたい思いがありますので、ぜひよろしくお願いします。

◎加藤委員長 以上で質疑を終わります。

以上で、歴史文化財課を終わります。

〈国際交流課〉

◎加藤委員長 次に、国際交流課について行います。

（執行部の説明）

◎加藤委員長 質疑を行います。

◎岡田（竜）委員 最初に御説明いただいた決算特別委員会の意見に対する措置で、教え

てほしいなと思ったところがありました。多文化共生推進プランに向けて外国人の受入れ、

選んでもらえるようにということで、高知県多文化共生推進会議を設置されたと。委員を

見ると基本日本人で、インドネシア人が一人入ってるように思うんですけれども。今、高

知県はベトナム人が一番多くいらっしゃっているとお聞きしていますし、それ以外の国も

きりがないんですけど、いろんな国の方に来ていただいてて、選んでもらえるという視点

でいくと、日本人の知らない文化や宗教感といったところを、どうやって選んでもらえる

ように広げていくのか教えていただけますか。

◎松本国際交流課長 今、委員のおっしゃった高知県多文化共生推進会議の委員としては、

インドネシア人の方に入っていただいておりますが、それだけではなく、直接外国人の方々

に、生活面での苦労、どのような生活をされているかアンケートを取るなどして、外国人

の方々の意見も反映できるように、声を聞きたいと考えております。

◎岡田（竜）委員 生活してる地域では本当にささいなことに、いろんな違いがある中で、

生活者の視点でも苦労があったり、御本人、それ以外の方の苦労もありますので、ぜひ、

多くの国の声を反映できるようにこの会議から、さらに広げていただけたらと思ってます

のでよろしくお願いします。

◎中根委員 私が間違ってるかもしれないのですが、決算特別委員会の意見に対する措置

の中で、治安のよさ、人の温かさまではいいんですけど、物価の安さがあって、高知県は

決して物価は安くないと思ってるんですが、この文言は正しいのか気になりました。いか

がですか。

◎松本国際交流課長 これまでの、いろんな方々からお話を聞く中で、まず都市部と比べ

てにはなりますけれども、物価が安くて生活しやすい、住むところの家賃にはなるかと思

います。そういうところで、物価が安いというお声をいただいておりますので、こちらの

資料に反映をさせていただきました。

◎中根委員 部分的にはそうかもしれないけど、実態数字的にはそう言えるのかどうか、

気になりましたので言わせていただきました。もし、なんだったら調べてみてください。
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◎松本国際交流課長 少し調べてみるようにいたします。

◎中根委員 もう一つなんですけど、日本語の習得の予算が結構余ってるなと思いました。

何か国ぐらいの方々が、日本語を習得するために、この予算の中で学んでいるのか、これ

で十分なのか。なんで余っているのか、その辺りを教えてください。

◎松本国際交流課長 ２ページにあります日本語学習支援事業委託料ですが、こちら委託

料の不用額が100万円を超えております。この委託事業が、地域日本語教室が地域になかっ

たり、近くに日本語を学びたい方が、時間や場所等にとらわれずに学習できるように、ｅ

ラーニングでの学習について、昨年度から新たに実施をしたものです。予算を計上すると

きに、目標人数を250人と設定しておりましたが、実際には143名という、目標に達するこ

とができなかった部分がありまして、不用額が発生してしまっております。

実際に学習をしてくださった国別で言いますと、一番多いのはインドネシア、その次ベ

トナムやミャンマーとなっております。あと少数ではありますが、タイやネパール、バン

グラデシュ、東ティモール等の方々も学習してくださって、国別数で言いますと、17の国

と地域の方々が学習されております。

◎中根委員 現状では17か国の方たちが、満足いく形になっているのかどうか。

◎松本国際交流課長 去年度、この事業を実施する中で目標に達さなかったこともありま

して、実際使ってみて、使い勝手がどうだったか意見を伺っていました。そうしますと、

昨年はパソコンで学習をしてもらう形をとっていたんですが、なかなかパソコンよりも携

帯のほうが使いやすいとの意見がありましたので、今年、幾つか改善をしたことはありま

す。例えば、アプリを活用した形で今年度は実施しておりまして、それでプッシュ通知に

よって連絡、お知らせができるようにするとか、また、当時想定していなかったミャンマ

ーの方々が想定以上に多かったので、今年度からはミャンマー語にも対応するように改善

等を行っております。

◎土居委員 外国人材の定着で、その文化的な側面から支援していくことは、すごく大事

なところだと思うんです。１つが地域の日本語教育の推進事業ですけど、補助金の部分と

委託の部分があるんですけど、先ほどの中根委員とも重なりますが、例えば、補助金につ

いては３市町村があるんですけど、使われてる交付金額がかなり差があります。これはど

ういう理由でこうなってるんでしょうか。

◎松本国際交流課長 この補助金の支援メニューとしては、地域日本語教室の運営に係る

ものが対象となっております。そこで、市町村によりましては会計年度任用職員を雇用さ

れ、その人件費にかかる費用を申請いただいてるところもありました。そういうとこは、

金額が大きくなっております。一つ香美市でも活用がありましたが、これから日本語教室

を開設するための準備のニーズ調査に活用されておりまして、そのようなところは金額が

少額になっております。そこで、金額には差が出ている現状です。
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◎土居委員 ｅラーニングシステムは、なかなか利便性も高いシステムじゃないかと思う

んですけど。これの利用登録者数の増加に向けた、何か新たな取組は考えておられるんで

すか。

◎松本国際交流課長 ｅラーニングで、個人で学習を継続させるのは、本人の強い意思も

なければなかなか難しいところもありますので、ぜひ、事業者の方にも、このシステムに

ついて御理解いただきまして、事業者からも支援いただけるよう進めていければと考えて

おります。さらには、学習支援者も登録ができるようになりまして、学習支援者になりま

したら、日々どこまで進みましたか、今日は学習しますかというお声がけもしていきなが

ら、伴走していただきたいと考えております。

◎土居委員 昨年の決算特別委員会の意見に対する措置のところで出てきた、多文化共生

推進プランはいつ頃できる予定ですか。

◎松本国際交流課長 本年度策定をしておりまして、今年度末にはつくり上げ、来年度か

ら施行していきたいと考えております。

◎加藤委員長 質疑を終わります。

以上で、国際交流課を終わります。

〈県民生活課〉

◎加藤委員長 県民生活課について行います。

（執行部の説明）

◎加藤委員長 質疑を行います。

◎土居委員 犯罪被害者等支援事業費補助金ですけど、先ほど大きな不用の説明もあった

んですが、これ見てたら、関連する支援センターの運営委託料であったり、犯罪被害者等

支援推進事業委託のソフト事業の相談であったり、そういった体制については、しっかり

使われているんですけど。本来でしたら経済的支援も含めて、制度として連動させて、一

体性を持って、相乗効果を上げていくべき内容なんじゃないかと思うんですけど。説明で

は実績が6件5人で、ほかの支援制度等との組合せもあって、執行率が低いという御説明だ

ったと思うんですけど。本当にそれだけの問題なのか、あるいは周知の問題や補助基準と

か、この制度を進めていく上で、何かほかの課題は見えてないのか、その辺を課としてど

う認識されていますか。これは特に問題ない不用ですか。

◎北村県民生活課長 この補助金につきましては、委員もおっしゃったように、例えば、

警察に犯罪給付金でありますとか、公費負担の制度もありまして、そういった、ほかで支

援制度があるものについては、そちらを優先していただいて、どこにも拾えないところを

つけていくセーフティーネットのような意味合いの補助金になっております。どうしても、

ほかで使っていただくもので少ないものを対象にしてるところでは、実績が少なくなるの

はあるんですけれども。この補助金のＰＲに関しては、各種会議や、関係機関との会議の
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でも常に御案内もさせてもらっていますし、また、警察に犯罪被害を訴えられた方につき

ましては、警察のほうでこの補助金の説明もしてくださっています。また、委託先であり

ます高知被害者支援センターでも、対象になりそうな方に関しては、必ず説明もしていた

だいておりますので、そういうところの周知は一生懸命、行っているものと思っています。

使われていい補助金かも確かにありますので、使われないのが本当は一番いいことだと思

います。ただ、本当は使える方が知らなくて使えなかったとかいうことがないように、今

後も、周知広報は続けていきたいと思っています。

◎土居委員 犯罪被害者の経済的支援の面では、ほかの制度とも併せて、十分に必要なと

ころに渡っているという認識をさせていただきます。

もう一点、同じく広告制作等委託料ですけど、特に若年層へ情報を届けることを目的と

して実施されている委託料ですけど、これの効果ですね。例えば、性暴力被害者支援セン

ターへ、この広告を通じて相談に行き着いた、つながった成果として上がっているのか、

それらは課として把握しておられるのか。

◎北村県民生活課長 この広告制作等委託料で行った事業の成果で、相談が上がってきた

かどうかは、はかりかねるところもあるんですけれども。これと併せて、県では小学校５、

６年生用に周知カードをつくっておりまして、県内の小学校５、６年生全員に配布しても

らう取組も行いました。今年度になってからですが、小学生から、当課に設置しておりま

す犯罪被害者の相談窓口に、お電話いただいたケースもありました。直接、被害者支援セ

ンターに、この事業の成果で上がってきた相談があるかは、すみません、きれいに精査が

できてないんですけれども。この事業でＳＮＳ広告も行ったんですが、それによりますと、

ふだんの何もしてない月に比べて、ＳＮＳ広告を行った月は、県の犯罪被害者等の支援の

ホームページにつながったクリック数が、20倍30倍になってきたりしていますので、一定、

周知広報には役立っていると思っています。

◎岡本委員 土居委員と重複するんですけれども、犯罪被害者の支援補助金です。周知も

特に問題なかったという答弁でしたが、余りにも予算額と対比して少な過ぎるんで気にな

ったんです。何が気になったのかと言いますと、予算を立てるときの基準です。これがど

んなになってるのか教えていただけますか。令和６年度は６件ということで報告があった

んですが、その辺り教えていただけますか。

◎北村県民生活課長 令和６年度の予算の積算でいくと生活資金は、死亡が上限30万円な

んですが、これが２件、それから、重症病と性犯罪は10万円が限度なんですが、重症病が

５件、性犯罪が８件という積算をしております。あと、転居費用が20万円が限度のところ

を５件、それから再提訴費用は32万円上限のところ１件と積算しております。

◎岡本委員 予算額が大きいことで、執行額が少なかったと。来年度への予算要望の中で、

これはどういう根拠の中でされるのか気になったので、執行額に対して予算額を決めてい
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くのであれば、また、大変少なくなるんじゃないか、それで大丈夫かなという思いで、質

問をさせてもらってます。

◎北村県民生活課長 同じような指摘が財政課からもありまして、令和７年度については、

200万円ほど査定減となりまして、122万円の予算となっております。

◎岡本委員 それはそれで、何か変な言い方で問題は生じないのかなあという思いもあっ

たりして、その点だけ教えてください。

◎北村県民生活課長 私たちも、そこは大変危惧しているところでして、もしも、予算計

上している額を上回る大きな事件とかがあったりしたときには、予算の流用や、または予

備費の活用も、財政課では折衝させていただくつもりです。

◎岡本委員 もう一点、交通安全こどもセンター歩道橋改修工事請負費で、不用額が大体

２割、251万9,000円出されてますよね。あとの資料を見ますと随意契約になっていました

が、これはどういう状況で、２割も工事費が減ったのか教えていただけますか。

◎北村県民生活課長 工事請負費は入札残ということ、入札の結果、少ない金額で落とさ

れたということです。随意契約になっているのは、工事の設計委託とか管理委託の部分で

す。工事請負は入札でやっております。

◎田中委員 今一定説明もあったんですけど、もう少し教えていただきたいと思いますが、

市町村消費者行政推進事業費補助金で、高知市はじめ11市町に補助金を出していただいて、

課長の説明の中で機能強化とおっしゃっていただいたんですけど。まず、具体にどんな形

でこの補助金が使われているのかお教えいただけますか。

◎北村県民生活課長 この補助金には大きく推進事業と強化事業の２つの大きなメニュー

がありまして、推進事業は、各市町村の相談員体制等の整備をする、基礎固めみたいなと

ころで、強化事業は、もっと具体な啓発事業や研修に使うようになっています。ただ、推

進事業は、定額で満額交付されるんですけれども、活用期間が決まっています。去年度使

われている市町村につきましては、その相談員の人件費や啓発物の作成、教育研修の実施

の事業に充てられています。

◎田中委員 一定分かりました。これ全額国費だと思うんですけど、毎年、大体予算額と

してはどれぐらいで推移されてますか。

◎北村県民生活課長 先ほど申し上げましたように、推進事業は活用期限が決められてお

り、７年とか９年と市町村によって違うんですけれども。その期間が終わったら同じ事業

をするにも、自治体の持ち出しが必要になってきますので、ついてこれるかどうかがある

のと、強化事業は丸々国費ではなくて、２分の１とか３分の１になるので、そこも自治体

が、どこまでついていけるかがありますので、年によって補助金の額は少なくなるところ

はあります。

◎田中委員 ７ページの補助金調を見ると、財源内訳が全額国費となってましたので、そ
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ういった意味でお伺いをしたんですけど。いずれにしろ、御説明あったように、国費であ

れば有効に活用していただきたいと思いますし、市町村の、住民の皆さんに資する支援に

なるよう、今後も取り組んでいただきたいと思います。そういった意味で、今年度、先ほ

ど御説明いただいたように、年度によって期限が設けられたりしてない部分もあるという

ことですので、そこは、市町村としっかり連携、調整もしていただきながら、今、特に様々

な形で市町村への消費者行政が重要な取組だと思いますんで、効果的な施策になりますよ

うに努めていただきたいと思います。

◎北村県民生活課長 また、ＰＲもしていきたいと思いますし、市町村の相談窓口の職員

を対象にした研修も、年３回ほどやっております。あと、市町村の相談窓口と県立消費生

活センターを直接ホットラインで結ぶ専用電話も設けていますので、そういうところでも、

支援していきたいと思っています。

◎加藤委員長 質疑を終わります。

以上で、県民生活課を終わります。

〈私学・大学支援課〉

◎加藤委員長 次に、私学・大学支援課について行います。

（執行部の説明）

◎加藤委員長 質疑を行います。

（な し）

◎加藤委員長 質疑を終わります。

以上で、私学・大学支援課を終わります。

以上で、文化生活部を終わります。


